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私
学
事
業
団
で
は
、昨
年
度
に
続
き
、「
第

二
回
私
学
リ
ー
ダ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー
」
を
全
国

五
か
所
の
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
で
六
回
に
わ
た

り
開
催
し
ま
し
た
。

　

少
子
化
や
経
済
情
勢
等
の
影
響
を
受
け
、

私
立
学
校
の
経
営
を
め
ぐ
る
環
境
が
一
層
厳

し
さ
を
増
し
て
い
る
な
か
、私
学
の
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
経
営
改
革
に
取
り
組
む
た
め
の
基
礎

で
あ
る
財
務
と
大
学
の
魅
力
向
上
の
た
め
の

最
重
要
課
題
で
あ
る
教
育
研
究
の
質
の
向
上

等
に
つ
い
て
、
知
識
を
深
め
、
本
音
で
具
体

的
な
課
題
を
交
え
た
意
見
交
換
の
場
を
設
け

る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
点
を
認
識
し
改
革
の

ヒ
ン
ト
を
得
て
い
た
だ
く
た
め
、
昨
年
十
月

か
ら
十
二
月
に
か
け
て
実
施
し
ま
し
た
。

　

本
セ
ミ
ナ
ー
は
昨
年
七
月
に
、
大
学
及
び

短
期
大
学
法
人
等
の
理
事
長
（
理
事
）、
学

長
（
副
学
長
）
を
対
象
と
し
て
募
集
し
た
と

こ
ろ
、
二
〇
七
法
人
と
い
う
多
数
の
応
募
を

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
会
場
の
関
係
に
よ
り

一
一
六
法
人
一
四
一
名
の
参
加
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。（
左
表
）

　

本
セ
ミ
ナ
ー
一
日
目
は
、「
学
校
経
営
講

座（
私
学
経
営
編
・
学
校
法
人
会
計
基
準
編
・

財
務
分
析
編
）」
の
各
講
演
に
引
き
続
き
、

セ
ン
タ
ー
職
員
と
個
別
の
法
人
が
各
ブ
ー
ス

に
分
か
れ
て
財
務
状
況
等
の
分
析
を
行
う
個

別
法
人
分
析
会
を
行
い
、
そ
の
後
、
意
見
交

換
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
希
望
す
る
法
人
に
は
、
本
事
業
団

の
「
専
門
家
人
材
バ
ン
ク
」
に
登
録
し
て
い

る
、
私
学
経
営
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
す

る
外
部
有
識
者
と
の
個
別
相
談
の
場
を
設
け

ま
し
た
。

　

二
日
目
は
、
理
事
長
の
挨
拶
の
後
、「
私
学

に
求
め
ら
れ
る
も
の
」
と
「
大
学
の
魅
力
向

上
に
向
け
て
」
の
各
講
演
と
な
り
、
続
く
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
講
師
全
員
と
参
加
者
に

よ
る
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
に
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ご
協

力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
下
に
そ
の
一
部

を
研
修
内
容
ご
と
に
紹
介
し
ま
す
。

講
演
「
学
校
経
営
講
座
（
私
学
経
営
）」

・
大
学
存
続
に
と
っ
て
経
営
が
大
き
な
比
重

を
占
め
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た
。

・
私
学
を
取
り
巻
く
厳
し
い
環
境
が
良
く
理

解
で
き
た
。
同
時
に
ま
だ
活
路
が
あ
る
こ

と
、
努
力
の
余
地
が
あ
る
こ
と
も
実
感
で

き
た
。

・
外
的
環
境
要
因
を
理
解
す
る
こ
と
の
重
要

度
を
改
め
て
認
識
し
た
。管
理
運
営
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
は
数
字
が
低
く
反
省
し
た
。

講
演
「
学
校
経
営
講
座
（
学
校
法
人
会
計

基
準
）」

・
や
や
人
任
せ
で
あ
っ
た
会
計
に
つ
い
て
、

そ
の
重
要
性
を
認
識
し
、
そ
の
見
方
に
つ

い
て
貴
重
な
指
摘
を
得
た
。

・
大
学
経
営
者
と
し
て
当
然
知
っ
て
お
く
べ

き
こ
と
を
、
専
門
外
で
難
し
く
感
じ
て
い

た
。
基
本
的
仕
組
み
は
理
解
で
き
た
。

・
事
業
団
の
サ
ポ
ー
ト
は
心
強
い
と
感
じ

た
。
正
し
い
理
解
と
財
務
分
析
の
見
方
に

よ
り
体
力
を
温
存
す
る
算
段
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
、
理
論
的
に
教
職
員
に
も
現
状
を

理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

講
演
「
学
校
経
営
講
座
（
財
務
分
析
）」

・
比
率
等
の
指
標
や
目
標
値
を
具
体
的
に
、

分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
頂
き
、
自
法
人

の
財
務
的
問
題
点
を
改
め
て
認
識
で
き
た
。

・
自
法
人
で
も
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
検
討

を
重
ね
て
い
る
が
、
教
職
員
へ
の
説
明
資

料
と
し
て
使
わ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
思

う
。

・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
使
い
方

な
ど
、
よ
く
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
の

で
助
か
っ
た
。

第２回　私学リーダーズセミナー　実施状況
【参加法人数】

会　場 日　程
応　募 参　加

法人数 人数 法人数 人数
名古屋 10/ 5～10/ 6 24 30 20 25
京　都 10/20～10/21 47 55 20 23
東京Ⅰ 11/ 1～11/ 2 56 66 22 26
福　岡 11/28～11/29 29 36 19 25
仙　台 12/ 7～12/ 8 18 23 18 23
東京Ⅱ 12/20～12/21 33 37 17 19

計 207 247 116 141
※各会場の定員は20法人として募集した。

講演「学校経営講座（学校法人会計基準）」

シンポジウム（福岡会場）

第
二
回
私
学
リ
ー
ダ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告
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個
別
法
人
分
析
会

・
分
析
資
料
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
。
細
か

い
点
を
含
め
て
各
部
署
に
報
告
し
、
勿
論

理
事
会
で
は
相
当
の
討
論
を
し
た
い
。

・
今
後
の
大
学
経
営
・
教
育
に
対
す
る
取
り

組
み
に
大
変
勇
気
と
気
付
き
を
与
え
て
頂

い
た
。
そ
し
て
事
業
団
が
有
す
る
デ
ー

タ
ー
ベ
ー
ス
の
豊
富
さ
に
驚
い
た
。
今
後

も
活
用
さ
せ
て
頂
く
。

・
今
後
、
相
談
し
た
い
事
が
出
た
と
き
、
安

心
し
て
相
談
で
き
る
と
確
信
で
き
た
。

講
演｢

私
学
に
求
め
ら
れ
る
も
の
」

・
日
本
や
世
界
、
特
に
ア
ジ
ア
の
経
済
や
人

口
、
学
生
の
状
況
等
を
考
慮
し
た
上
で
、

今
後
の
学
生
や
学
部
の
あ
り
方
、
ま
た
企

業
の
求
め
る
人
材
を
考
え
る
こ
と
の
重
要

性
を
強
く
感
じ
た
。
今
後
の
戦
略
策
定
に

大
変
参
考
に
な
っ
た
。

・
私
立
大
学
の
地
域
戦
略
と
い
う
こ
と
に
大

変
興
味
を
持
っ
た
。
地
域
貢
献
の
新
し
い

事
業
モ
デ
ル
を
実
施
し
た
い
。

・
目
の
前
の
教
学
改
革
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
高
等
教
育
の
方
向
性
と
大
学
の
と
る

べ
き
視
点
は
何
か
と
い
う
示
唆
を
頂
い

た
。
大
学
も
社
会
全
体
の
仕
組
み
の
中
で

考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。

講
演｢

大
学
の
魅
力
向
上
に
向
け
て｣

・
大
学
の
経
営
戦
略
プ
ラ
ン
・
実
行
の
方
法

と
し
て
大
変
参
考
に
な
っ
た
。

・
多
く
の
先
生
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
と

思
っ
た
。

・
初
年
次
教
育
の
目
標
設
定
、
具
体
的
取
り

組
み
、
評
価
方
法
と
効
果
を
挙
げ
る
仕
組

み
が
良
く
わ
か
り
、大
変
参
考
に
な
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

・
多
方
面
か
ら
の
視
点
で
各
大
学
の
実
情
を

踏
ま
え
て
話
し
合
い
が
な
さ
れ
、
自
校
で

の
方
向
・
推
進
に
参
考
と
な
っ
た
。

・
質
問
に
丁
寧
に
答
え
て
頂
き
、
改
革
改
善

に
努
力
す
る
勇
気
が
出
た
。感
謝
し
た
い
。

活
発
な
発
言
が
大
変
参
考
に
な
っ
た
。

・
意
見
交
換
に
よ
っ
て
個
の
問
題
を
共
有
す

る
こ
と
が
出
来
た
。

セ
ミ
ナ
ー
全
体
に
つ
い
て

・
新
任
理
事
長
に
と
っ
て
は
非
常
に
有
益
で

あ
っ
た
。
反
復
で
学
び
を
深
め
る
こ
と
も

大
切
と
思
う
の
で
、
今
後
も
続
け
て
頂
き

た
い
。

・
今
回
配
付
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
学
校
法

人
の
再
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
い
。

・
二
日
間
の
研
修
で
も
短
い
感
じ
を
受
け
た

ほ
ど
、
有
用
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　

な
お
、
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
さ
れ
た
法
人
の

中
か
ら
、
経
営
相
談
の
申
し
込
み
や
講
師
の

先
生
・
事
業
団
職
員
へ
の
講
演
依
頼
等
も
あ

り
ま
し
た
。
参
加
さ
れ
た
法
人
の
改
革
に
向

け
た
意
欲
に
対
し
て
、
事
業
団
と
し
て
も

様
々
な
形
で
の
支
援
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

【プログラム】
○ １日目（テーマ：一日で財務の見方を習得し、自法人の状況を把握する）

時　間 研　修　内　容　等 担当者
10：10～10：20
10：20～10：50
10：50～12：00
12：00～13：30
13：30～14：40
14：40～17：00

17：00～18：30

開会挨拶
講演「学校経営講座（私学経営）」
講演「学校経営講座（学校法人会計基準）」
昼食会（参加者、理事長、理事）
講演「学校経営講座（財務分析）」
個別法人分析会（各学校法人約70分）
専門家相談会　※希望する法人のみ

意見交換会（参加者、講師、理事長、理事）

理事
職員
職員

職員
職員

専門家人材
バンク登録者

○ ２日目（テーマ：教学改革など大学の魅力向上に向けたマインド形成）

時　間 研　修　内　容　等 担当者
 9：00～ 9：10
 9：10～10：20
10：20～11：30
12：30～13：40
13：50～15：50

挨拶
講演①「私学に求められるもの」
講演②「大学の魅力向上に向けて」
講演③「大学の魅力向上に向けて」
シンポジウム（参加者、講師、理事長、理事）

理事長
講師（下表）
講師（下表）
講師（下表）
職員

（講演の内容）
講演①「私学に求められるもの」　講師及び講演内容 会場名
有信　睦弘（（国）東京大学監事、文部科学省中央教育審
議会大学分科会委員）
「私学の発展の為に」

名古屋

市村　泰男（（社）日本貿易会常務理事、文部科学省産学
連携によるグローバル人材育成推進会議委員）
「グローバル時代における大学教育の在り方について」

仙　台

北城　恪太郎（国際基督教大学理事長、日本アイ・ビー・エム最
高顧問、文部科学省中央教育審議会委員、元経済同友会代表幹事）
「これからの大学マネジメント」

京　都

清成　忠男（法政大学学事顧問、法政大学名誉教授）
「私立大学の課題」～大学の地域差を考える ～

福　岡
東京Ⅱ

鈴木　寛（前文部科学副大臣）
「私学に求められるもの」 東京Ⅰ

講演②③「大学の魅力向上に向けて」　講師及び講演内容 会場名
池田　輝政（名城大学人間学部教授、大学院大学・学校
づくり研究科教授）
「大学経営の方法論」
～中長期の経営プランニングをどうつくるか～

京　都
東京Ⅱ

井下　千以子（桜美林大学大学院大学アドミニストレー
ション研究科教授）
「「大学での学び」と「キャリア教育」をつなぐ」
～「考え抜く力」と「コミュニケーション力」の重要性～

福　岡
東京Ⅱ

岩倉　信弥（（学）多摩美術大学理事、多摩美術大学名誉教授）
「教育現場でのデザインマネジメント」
～改革は教育の現場から～

仙　台

大橋　正明（恵泉女学園大学人間社会学部教授）
「フィールドスタディーとコミュニティーサービスラーニング」
～1999年からの体験学習の背景と到達点～

京　都

小林　雅之（東京大学大学総合教育研究センター教授、
文部科学省中央教育審議会大学分科会委員）
「高等教育の費用負担のあり方」

名古屋
仙　台

濱名　篤（（学）濱名学院理事長、関西国際大学学長）
「初年次教育からのハイ・インパクト・プラクティス」

東京Ⅰ
福　岡

日向野　幹也（立教大学経営学部教授・リーダーシップ
研究所所長）
「教員・上級生SA・受講生で学び合う」
～立教大学経営学部ビジネス・リーダーシップ・プログ
ラム（BLP）～

東京Ⅰ

安永　悟（久留米大学文学部教授）
「協同による大学の教育改革」 名古屋

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
八
四
四
・
七
八
四
五

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp
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本
学
は
、
平
成
二
十
二
年
度
、
文
部
科
学
省

に
採
択
さ
れ
た
「
大
学
改
革
推
進
事
業
（
大
学

生
の
就
業
力
育
成
支
援
事
業
）」
を
柱
に
、
魅

力
あ
る
大
学
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

豊
橋
創
造
大
学
情
報
ビ
ジ
ネ
ス
学
部
で

は
、
併
設
の
短
期
大
学
部
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
科
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
一
学
年
一

七
〇
名
程
度
の
少
人
数
を
活
か
し
た
密
度
の

濃
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
、
ス
キ
ル
育
成
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
よ
り
、
職
業
人
と
し
て
必
要
な
就
業

力
育
成
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

就
職
率
は
九
〇
％
を
超
え
、
フ
リ
ー
タ
ー
、

ニ
ー
ト
を
出
さ
な
い
大
学
と
し
て
定
着
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
就
業
後
に
目
を
向

け
て
み
る
と
、
数
年
内
に
安
易
な
離
職
を
し

て
し
ま
う
卒
業
生
も
存
在
し
ま
す
。
そ
の
原

因
と
し
て
、
ス
ト
レ
ス
耐
性
や
我
慢
の
欠
如

な
ど
、
メ
ン
タ
ル
タ
フ
ネ
ス
の
不
足
に
依
拠

す
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
現
状
を
踏
ま
え
、
学
生
を
メ
ン
タ
ル
面

と
ス
キ
ル
面
の
両
方
の
強
さ
を
備
え
た
『
職

業
人
』
と
し
て
育
成
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

学
生
の
本
質
的
な
就
業
力
を
向
上
さ
せ
、
就

業
後
の
「
安
易
な
離
職
」
や
「
早
期
退
職
」

を
防
ぐ
こ
と
が
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し

て
組
織
的
に
認
識
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
本
学
で
は
、
就
業
を
通
し
て
持

続
的
に
社
会
に
貢
献
で
き
る
職
業
人
を
育
成

す
る
こ
と
を
目
標
に
、
以
下
の
四
点
を
柱
と

し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

メ
ン
タ
ル
タ
フ
ネ
ス
の
育
成

　

学
生
は
次
の
項
目
を
主
な
内
容
と
す
る
メ

ン
タ
ル
タ
フ
ネ
ス
に
関
す
る
一
連
の
講
座
を

受
講
し
ま
す
。

　
「
セ
ル
フ
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」

　

 　

自
己
を
鼓
舞
す
る
た
め
の
手
法
や
考
え

方
、
ス
タ
ン
ス
の
形
成
。

　
「
ワ
ー
ク
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」

　

 　

仕
事
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
と
高
め

方
、
そ
の
方
法
と
実
践
。

　
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」

　

 　

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
求
め
ら
れ
る

ス
タ
ン
ス
や
心
構
え
の
形
成
。

　
「
目
標
設
定
・
目
標
達
成
」

　

 　

目
標
設
定
の
重
要
性
と
達
成
へ
の
ス
タ

ン
ス
形
成
。

　
「
主
体
性
育
成
」

　

 　

主
体
的
に
動
く
こ
と
の
必
要
性
と
効

果
。
実
践
方
法
と
そ
の
理
論
。

　
「
選
ぶ
力
・
捨
て
る
力
」

　

 　

物
事
の
優
先
順
位
付
け
の
重
要
性
の
認

識
。
手
法
、
考
え
方
の
形
成
。

　

こ
こ
で
は
、
自
分
自
身
を
鼓
舞
す
る
手
法

や
ス
ト
レ
ス
へ
の
対
処
法
、
自
主
性
、
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
求
め
ら
れ
る
ス
タ
ン
ス
な
ど
を

学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ン
タ
ル
タ
フ
ネ
ス

を
育
成
し
、精
神
面
か
ら
も
学
生
の
社
会
的
・

職
業
的
自
立
を
促
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

従
来
の
就
業
力
支
援
に
お
い
て
は
、
ス
キ

ル
面
の
資
格
支
援
や
専
門
基
礎
教
育
が
主
で

し
た
が
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
学
生
の

職
業
人
と
し
て
の
メ
ン
タ
ル
面
に
大
学
が
積

極
的
に
関
与
し
て
い
く
と
い
う
点
で
、
教
育

改
革
の
一
環
と
し
て
意
欲
的
に
行
わ
れ
る
も

の
で
す
。
初
年
時
に
は
、
他
者
と
の
交
流
の

中
で
自
己
の
特
性
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

方
法
を
修
得
す
る
講
座
「
自
己
の
探
求
」
を

開
講
し
、
社
会
人
力
養
成
の
導
入
教
育
も
実

施
し
ま
し
た
。

実
践
的
ス
キ
ル
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
験
）

　

実
践
的
ス
キ
ル
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
は

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
」

「
ウ
ェ
ブ
検
索
サ
イ
ト
、
携
帯
情
報
端
末
を

利
用
し
た
最
先
端
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
講
座
」

の
二
つ
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

　
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
」

は
、
就
業
力
の
「
知
識
・
ス
キ
ル
」
を
育
成

す
る
と
と
も
に
地
元
企
業
・
高
校
生
と
の
共

同
企
画
な
ど
組
織
的
活
動
を
実
体
験
で
き
る

場
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
情
報

ビ
ジ
ネ
ス
学
部
と
短
期
大
学
部
キ
ャ
リ
ア
プ

ラ
ン
ニ
ン
グ
科
の
学
生
を
グ
ル
ー
ピ
ン
グ

し
、
学
生
自
身
の
自
由
な
発
想
と
ア
イ
デ
ア

に
基
づ
い
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
の
場
を

提
供
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
企
業
な
ど
の

外
部
関
係
者
と
の
共
同
企
画
を
通
し
て
地
域

密
着
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
企
画
・
運
営
・
管

理
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
生
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
を
育
成
す
る
こ
と

就
業
力
育
成
で
魅
力
づ
く
り

学
校
法
人
藤
ノ
花
学
園　

豊
橋
創
造
大
学

　
　
　
　
　
　
　

情
報
ビ
ジ
ネ
ス
学
部
長　

佐
藤　

勝
尚

　

魅
力
あ
ふ
れ
る
学
校
づ
く
り
を
目
指
し
て

連載 ⑩

メンタルタフネス講座の授業風景

「持続型職業人」SOZOプロジェクト中間発表会
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を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
携
帯
情
報
端
末
の
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
企
画
・
開
発
を
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
自
由
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
実
際
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
運
営
を
通
し
て
リ
ス
ク
管
理
・
費

用
計
算
・
資
源
の
配
分
・
チ
ー
ム
に
お
け
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
等
、
職
業

人
と
し
て
必
要
な
実
務
的
ス
キ
ル
を
身
に
付

け
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
情
報
ビ
ジ
ネ
ス
学

部
並
び
に
短
期
大
学
部
の
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
科
と
い
う
強
み
と
、
携
帯
情
報
端
末

を
利
用
し
た
ユ
ビ
キ
タ
ス
・
キ
ャ
ン
パ
ス
の

始
動
と
い
う
本
学
な
ら
で
は
の
取
り
組
み
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
「
ウ
ェ
ブ
検
索
サ
イ
ト
、
携
帯
情
報
端
末

を
利
用
し
た
最
先
端
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
講

座
」
は
、
学
生
の
「
情
報
活
用
力
」
を
育
成

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

主
な
内
容
と
し
て
は
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
や
携

帯
情
報
端
末
の
機
能
を
利
用
し
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
管
理
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
管
理
、
タ
ス
ク
管
理
、

情
報
共
有
、
メ
ー
ル
管
理
な
ど
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
リ
テ

ラ
シ
ー
を
総
合
的
に
学
ぶ
こ
と
で
す
。

　

対
象
者
に
は
携
帯
情
報
端
末
を
配
付
し
、

そ
の
場
で
ア
カ
ウ
ン
ト
の
設
定
や
操
作
方
法

を
直
に
学
び
実
践
的
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
ま

す
。
特
に
、
近
年
の
就
職
活
動
に
お
い
て
は

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
各
種
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ツ
ー
ル
の

活
用
が
会
社
説
明
会
の
予
約
成
否
な
ど
に
直

接
結
び
つ
い
て
お
り
、
情
報
活
用
能
力
の
向

上
な
く
し
て
就
職
活
動
の
成
功
は
困
難
で

す
。
ま
た
、
就
職
活
動
に
限
ら
ず
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
、
メ
ー
ル
等
の

管
理
は
現
代
の
職
業
人
と
し
て
最
低
限
必
要

と
な
る
資
質
能
力
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
最
新
の
デ
バ
イ
ス
を
配
付
・

活
用
し
た
教
育
例
は
非
常
に
少
な
く
、
大
学

の
教
育
改
革
の
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
的
な
役
割

を
果
た
す
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ユ
ビ
キ
タ
ス
・
キ
ャ
ン
パ
ス
の
始
動

　

ユ
ビ
キ
タ
ス
・
キ
ャ
ン
パ
ス
の
始
動
は
、

先
に
述
べ
た
『
実
践
的
ス
キ
ル
の
ブ
ラ
ッ

シ
ュ
ア
ッ
プ
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
体
験
）』
の
施
策
を
実
現
す
る
た
め
に
Ｉ

Ｃ
Ｔ
環
境
の
整
備
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、「
持
続
型
職
業
人
Ｓ
Ｏ
Ｚ

Ｏ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
特
化
し
た
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ

イ
ト
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
携
帯
情
報
端
末
ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
作
成
に
よ
り
、
就
業
力

育
成
に
関
連
し
た
セ
ミ
ナ
ー
動
画
や
資
料
な

ど
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
管
理
し
、
学
生
が
パ

ソ
コ
ン
や
専
用
の
携
帯
情
報
端
末
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
瞬
時
に
情
報
に
ア
ク

セ
ス
す
る
こ
と
を
実
現
し
ま
す
。
ま
た
、
Ｗ

Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
等
を
通
じ
て
学
生
一
人
ひ
と
り

に
合
わ
せ
た
セ
ミ
ナ
ー
情
報
や
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

　

従
来
は
卒
業
生
の
就
職
活
動
体
験
談
や
各

種
セ
ミ
ナ
ー
の
告
知
は
紙
ベ
ー
ス
で
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
携
帯
情
報
端
末
と
無
線
Ｌ

Ａ
Ｎ
を
活
用
し
た
ユ
ビ
キ
タ
ス
・
キ
ャ
ン
パ

ス
を
始
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ペ
ー
パ
ー
レ

ス
化
、
情
報
の
一
元
管
理
化
を
推
進
し
、
蓄

積
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
誰
も
が
瞬
時
に
ア
ク
セ

ス
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
将
来

的
に
は
授
業
の
科
目
登
録
や
シ
ラ
バ
ス
の
配

付
、
出
席
状
況
の
確
認
な
ど
に
も
応
用
し
て

使
用
し
て
い
く
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

大
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ー
を
活
用
し
た

社
会
人
基
礎
教
育
の
展
開

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
卒
業
生
を
地
元
へ
送
り

出
し
て
き
た
強
み
を
生
か
し
、
卒
業
生
と
現
役

学
生
が
交
流
す
る
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
目

標
に
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
再
構
築
し
ま
す
。

　

様
々
な
事
業
を
通
し
て
学
生
が
経
験
、
体

得
し
た
知
識
が
社
会
人
と
し
て
要
請
さ
れ
る

能
力
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
ら
の
社

会
で
の
活
用
方
法
を
理
解
す
る
と
同
時
に
、

未
成
熟
な
技
量
や
能
力
に
気
づ
く
場
と
し

て
、
地
元
で
活
躍
す
る
先
輩
の
姿
を
知
る
機

会
を
提
供
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
学
生
は

『
職
業
人
』
と
し
て
実
社
会
で
要
求
さ
れ
る

技
量
・
能
力
は
何
か
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、

就
職
活
動
な
ど
自
ら
を
表
現
・
ア
ピ
ー
ル
す

る
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
な

の
か
等
の
情
報
収
集
を
可
能
と
し
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
に
も
繋
げ
て
い

き
ま
す
。

　

今
後
の
展
開
と
し
て
は
、
関
係
者
間
で

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
改
善
案
の
検
討
を
行
い
、

取
り
組
み
に
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
、
適
時
、

公
表
・
普
及
を
図
り
、
他
大
学
な
ど
の
取
り

組
み
も
参
考
に
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
回

転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
学
生
の
就
業
力
育
成

に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
学
生
の
社
会
的
・
職

業
的
自
立
に
繋
が
る
就
業
力
の
強
化
を
図
る

こ
と
を
、
大
学
改
革
推
進
事
業
終
了
後
も
引

き
続
き
行
っ
て
い
く
所
存
で
す
。

◇
◇
◇
寄
稿
者
紹
介
◇
◇
◇

◇
◇
◇
寄
稿
者
紹
介
◇
◇
◇

佐
藤 

勝
尚
（
さ
と
う 

か
つ
な
お
）

　

豊
橋
創
造
大
学
情
報
ビ
ジ
ネ
ス
学
部

学
部
長
兼
大
学
院
経
営
情
報
学
研
究
科

研
究
科
長
。
同
大
学
産
業
・
政
策
研
究

所
所
長
。
日
本
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
シ
ス

テ
ム
学
会
運
営
理
事

発表後の集合写真

専用アプリケーションを用い学習する学生達
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私
学
事
業
団
で
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二

月
に
、
平
成
二
十
三
年
度
版
「
今
日
の
私
学

財
政
（
大
学
・
短
期
大
学
編
）」
を
刊
行
し

ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
の
集
計
結
果
を
基
に
、
消

費
収
支
計
算
書
か
ら
帰
属
収
支
差
額
比
率
に

つ
い
て
、
貸
借
対
照
表
か
ら
運
用
資
産
と
要

積
立
額
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
し
た
。

法
人
別
の
帰
属
収
支
差
額
比
率

（
表
１
）

（
１
）
大
学
法
人

　

帰
属
収
支
差
額
比
率
と
は
、
帰
属
収
入
か

ら
消
費
支
出
を
差
し
引
い
た
帰
属
収
支
差
額

の
帰
属
収
入
に
対
す
る
割
合
で
す
。
こ
の
比

率
が
プ
ラ
ス
で
大
き
く
な
る
ほ
ど
自
己
資
本

は
充
実
さ
れ
ま
す
が
、
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と

自
己
資
本
を
取
り
崩
す
こ
と
に
な
り
、
さ
ら

に
マ
イ
ナ
ス
の
幅
が
大
き
く
な
れ
ば
経
営
が

逼
迫
し
、
資
金
繰
り
に
も
困
難
を
き
た
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
比
率
は
、

学
校
法
人
の
収
支
状
況
を
端
的
に
表
す
数
値

で
す
。

　

大
学
法
人
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率

は
、二
十
一
年
度
の
三
・
七
％
か
ら
四
・
六
％

へ
と
上
昇
し
ま
し
た
。
二
十
年
度
に
起
き
た

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
を
受
け
大
き

く
増
加
し
た
資
産
処
分
差
額
が
二
十
一
年
度

に
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
こ
と
も
あ
り
、

引
き
続
き
二
十
二
年
度
も
同
比
率
は
上
昇
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス

の
法
人
割
合
は
五
三
二
法
人
の
う
ち
二
〇
三

法
人
で
三
八
・
二
％
と
、
二
十
一
年
度
の
四

〇
・
一
％
か
ら
改
善
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
う
ち
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ

ス
二
〇
％
未
満
の
法
人
は
五
七
法
人
と
、
二

十
一
年
度
の
五
六
法
人
か
ら
一
法
人
増
え
、

相
変
わ
ら
ず
大
学
法
人
全
体
の
一
割
を
超
え

て
い
ま
す
。

（
２
）
短
期
大
学
法
人

　

短
期
大
学
法
人
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比

率
は
二
十
一
年
度
の
〇
・
六
％
か
ら
〇
・
〇
％

と
下
降
し
、
大
学
法
人
よ
り
厳
し
い
収
支
状

況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス

の
法
人
割
合
は
一
一
九
法
人
の
う
ち
五
八
法

平
成
二
十
二
年
度
決
算
集
計
か
ら
み
た

　
　
　
　
　

大
学
・
短
期
大
学
の
財
務
状
況

表1　帰属収支差額比率及びマイナスの割合（法人別）

年度
大学法人 短期大学法人

計 帰属収支
差額比率 0%未満 同割合 △20%

未満 同割合 計 帰属収支
差額比率 0%未満 同割合 △20%

未満 同割合

法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％

3 352 18.7 17 4.8 2 0.6 259 29.4 10 3.9 2 0.8 

4 357 15.6 17 4.8 2 0.6 262 26.0 12 4.6 0 0.0 

5 363 15.4 24 6.6 2 0.6 259 24.1 11 4.2 0 0.0 

6 378 15.1 17 4.5 4 1.1 247 22.1 8 3.2 1 0.4 

7 385 15.7 20 5.2 4 1.0 242 18.5 16 6.6 2 0.8 

8 393 14.8 24 6.1 3 0.8 236 14.6 33 14.0 5 2.1 

9 399 13.6 28 7.0 4 1.0 234 19.3 38 16.2 6 2.6 

10 409 12.7 31 7.6 6 1.5 227 7.5 65 28.6 16 7.0 

11 418 12.0 37 8.9 7 1.7 219 7.4 72 32.9 21 9.6 

12 435 11.7 69 15.9 8 1.8 204 4.5 81 39.7 22 10.8 

13 456 9.9 109 23.9 25 5.5 189 3.2 85 45.0 25 13.2 

14 469 8.1 124 26.4 37 7.9 178 4.0 79 44.4 25 14.0 

15 482 8.3 121 25.1 32 6.6 164 2.8 57 34.8 18 11.0 

16 495 7.3 123 24.8 30 6.1 155 7.0 56 36.1 16 10.3 

17 504 7.8 138 27.4 25 5.0 147 4.8 51 34.7 16 10.9 

18 516 6.6 167 32.4 30 5.8 142 3.1 65 45.8 18 12.7 

19 527 5.8 182 34.5 39 7.4 136 1.4 64 47.1 9 6.6 

20 531 0.8 235 44.3 69 13.0 127 △ 3.1 71 55.9 23 18.1 

21 536 3.7 215 40.1 56 10.4 127 0.6 69 54.3 15 11.8 

22 532 4.6 203 38.2 57 10.7 119 0.0 58 48.7 14 11.8 
（注）平成3年度は0%未満に0%を、△20%未満に△20%を含む。
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人
で
四
八
・
七
％
と
、
二
十
一
年
度
の
五

四
・
三
％
か
ら
改
善
は
し
ま
し
た
が
半
数
に

近
く
、
厳
し
い
状
況
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
う
ち
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス

二
〇
％
未
満
の
法
人
は
、
二
十
一
年
度
の
一

五
法
人
か
ら
一
四
法
人
と
横
ば
い
と
な
っ
て

い
ま
す
。

部
門
別
の
帰
属
収
支
差
額
比
率

（
表
２
）

（
１
）
大
学
部
門

　

大
学
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率
は
三
年

度
の
二
一
・
八
％
を
ピ
ー
ク
に
下
降
を
続
け
、

二
十
年
度
で
五
・
一
％
と
最
低
と
な
り
ま
し

た
。
二
十
一
年
度
で
は
六
・
四
％
と
上
昇
し

た
も
の
の
、
二
十
二
年
度
に
お
い
て
も
六
・

四
％
で
横
ば
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス

の
大
学
は
、
二
十
一
年
度
の
二
三
〇
校
か
ら

二
十
二
年
度
は
二
二
七
校
と
僅
か
に
減
少
し

て
い
ま
す
が
、
そ
の
割
合
は
三
九
・
二
％
と

横
ば
い
で
大
学
部
門
全
体
の
四
割
近
く
を
占

め
る
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、

帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
二
〇
％
未

満
の
大
学
は
、
二
十
二
年
度
で
は
九
八
校
、

一
六
・
九
％
と
、
校
数
、
割
合
と
も
増
加
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

（
２
）
短
期
大
学
部
門

　

短
期
大
学
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率
は

二
十
一
年
度
の
マ
イ
ナ
ス
五
・
九
％
か
ら
二

十
二
年
度
は
マ
イ
ナ
ス
四
・
〇
％
と
上
昇
し
、

マ
イ
ナ
ス
で
は
あ
る
も
の
の
、
収
支
状
況
は

改
善
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス

の
短
期
大
学
は
、
二
十
一
年
度
の
二
二
三
校

が
二
十
二
年
度
に
は
二
〇
七
校
と
減
少
し
、

そ
の
割
合
は
六
〇
・
一
％
か
ら
五
七
・
八
％

と
改
善
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
帰
属
収

支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
二
〇
％
未
満
の
短

期
大
学
は
二
十
一
年
度
の
一
一
六
校
か
ら
二

十
二
年
度
は
一
〇
二
校
へ
と
大
幅
に
減
少

し
、
そ
の
割
合
も
三
一
・
三
％
か
ら
二
八
・

五
％
と
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
短
期
大
学
の
収
支
状
況
は
、
依

然
と
し
て
厳
し
い
状
況
で
あ
り
、
今
後
の
動

向
に
十
分
注
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

運
用
資
産
と
要
積
立
額 

（
表
３
）

　

表
３
は
、
貸
借
対
照
表
よ
り
、
学
校
法
人

が
積
み
立
て
を
必
要
と
す
る
退
職
給
与
引
当

金
や
減
価
償
却
累
計
額
等
の
要
積
立
額
と
、

そ
れ
に
対
応
し
た
各
種
引
当
特
定
資
産
や
現

金
預
金
、
有
価
証
券
な
ど
運
用
資
産
の
保
有

状
況
を
み
た
も
の
で
す
。

　

通
常
の
財
政
状
態
で
あ
れ
ば
要
積
立
額
を

超
え
る
運
用
資
産
を
保
有
し
、
建
物
の
建
替

え
等
に
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

帰
属
収
支
差
額
の
マ
イ
ナ
ス
が
続
く
場
合
な

ど
は
、
各
年
度
の
減
価
償
却
費
相
当
額
を
蓄

積
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

大
学
法
人
で
は
、法
人
数
の
増
加
も
あ
り
、

表2　帰属収支差額比率及びマイナスの割合（部門別）

年度
大学部門 短期大学部門

計 帰属収支
差額比率 0%未満 同割合 △20%

未満 同割合 計 帰属収支
差額比率 0%未満 同割合 △20%

未満 同割合

校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％

3 372 21.8 48 12.9 15 4.0 489 30.6 51 10.4 19 3.9 

4 378 19.5 52 13.8 21 5.6 495 28.4 52 10.5 18 3.6 

5 384 19.6 54 14.1 21 5.5 497 26.9 59 11.9 20 4.0 

6 400 19.4 62 15.5 27 6.8 497 25.3 64 12.9 21 4.2 

7 409 20.7 55 13.4 22 5.4 497 22.7 79 15.9 31 6.2 

8 419 20.0 63 15.0 22 5.3 498 19.2 111 22.3 34 6.8 

9 425 19.4 48 11.3 22 5.2 499 16.0 136 27.3 51 10.2 

10 438 18.9 63 14.4 26 5.9 495 11.7 170 34.3 74 14.9 

11 450 17.5 63 14.0 27 6.0 492 9.2 195 39.6 94 19.1 

12 470 18.2 89 18.9 33 7.0 487 3.1 245 50.3 122 25.1 

13 492 16.3 113 23.0 49 10.0 468 0.4 249 53.2 137 29.3 

14 507 13.7 133 26.2 56 11.0 460 0.9 244 53.0 128 27.8 

15 521 13.3 151 29.0 61 11.7 447 2.3 205 45.9 112 25.1 

16 537 11.4 152 28.3 63 11.7 435 6.8 193 44.4 106 24.4 

17 547 10.9 165 30.2 62 11.3 418 2.5 190 45.5 100 23.9 

18 561 9.8 179 31.9 80 14.3 404 0.0 212 52.5 104 25.7 

19 572 8.0 194 33.9 83 14.5 380 △ 2.4 203 53.4 103 27.1 

20 577 5.1 229 39.7 93 16.1 376 △ 5.4 227 60.4 118 31.4 

21 586 6.4 230 39.2 97 16.6 371 △ 5.9 223 60.1 116 31.3 

22 579 6.4 227 39.2 98 16.9 358 △ 4.0 207 57.8 102 28.5 
（注）平成3年度は0%未満に0%を、△20%未満に△20%を含む。
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運
用
資
産
は
増
加
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
要

積
立
額
の
増
加
に
追
い
つ
い
て
い
け
ず
、
十

四
年
度
に
運
用
資
産
が
不
足
に
転
じ
、
以
後

不
足
額
は
拡
大
し
て
い
ま
す
。

　

短
期
大
学
法
人
で
は
、
法
人
数
の
減
少
に

伴
い
、
運
用
資
産
、
要
積
立
額
と
も
に
二
十

年
度
ま
で
減
少
が
続
き
ま
し
た
が
、
二
十
一

年
度
は
と
も
に
前
年
度
に
比
べ
僅
か
に
増
加

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
十
二
年
度
に
は
再

び
、
運
用
資
産
、
要
積
立
額
と
も
そ
れ
ぞ
れ

減
少
し
て
い
ま
す
。
五
年
度
時
点
の
運
用
資

産
は
要
積
立
額
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
ま
し

た
が
、
学
生
数
の
減
少
か
ら
経
営
環
境
が
厳

し
く
な
り
、
十
八
年
度
に
は
運
用
資
産
が
不

足
に
転
じ
、
以
後
不
足
額
は
拡
大
し
て
い
ま

す
。ま

と
め

　

帰
属
収
支
差
額
は
法
人
の
収
支
状
況
を
端

的
に
表
し
ま
す
。
帰
属
収
支
差
額
が
マ
イ
ナ

ス
に
な
り
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
分
を
過
去
の
自

己
資
本
の
蓄
積
を
取
り
崩
し
て
補
う
状
況
が

続
け
ば
、
施
設
・
設
備
等
の
整
備
が
で
き
な

く
な
り
老
朽
化
が
進
む
ほ
か
、
教
育
活
動
に

も
支
障
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ

ん
。表
３
か
ら
減
価
償
却
の
状
況
を
み
る
と
、

施
設
・
設
備
等
の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ

と
が
窺
え
ま
す
。

　

ま
た
、
過
去
に
蓄
積
し
た
運
用
資
産
は
、

こ
の
厳
し
い
競
争
環
境
を
乗
り
切
る
た
め
の

大
事
な
資
源
で
す
。
学
校
法
人
は
経
費
削
減

に
努
め
、
教
育
内
容
の
充
実
・
特
色
化
を
図

る
こ
と
で
学
校
経
営
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
も
理
事
長
や
学
長
・
校
長
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
、
教
職
員
全
体
で
情
報

を
共
有
し
、
財
政
運
営
と
教
学
が
一
体
と

な
っ
て
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
学
校
法
人
基
礎
調

査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
各
学
校
法
人
の
皆

様
に
は
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
今
回
の
決
算
集
計
を
学
校

法
人
の
経
営
改
善
・
発
展
に
向
け
た
取
り
組

み
へ
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
、
お
役
立
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

※
今
年
度
は
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ

り
、
高
等
学
校
法
人
〜
小
学
校
法
人
に
つ

い
て
は
学
校
法
人
基
礎
調
査
の
提
出
期
限

を
延
期
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
同
調
査

の
集
計
を
元
と
し
た
「
今
日
の
私
学
財
政

（
高
等
学
校
・
中
学
校
・
小
学
校
編
）」
の

発
刊
を
平
成
二
十
四
年
三
月
ま
で
延
期
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
八
四
二
・
七
八
四
三

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

表3　運用資産と要積立額 （単位：法人、億円）

年度 5 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

大
学
法
人

法人数 363 409 456 469 482 495 504 516 527 531 536 532

運用資産　（A） 51,010 67,496 76,863 78,696 79,894 82,248 84,191 86,277 87,754 86,620 87,400 87,724

要積立額　（B） 43,569 62,274 74,490 78,937 83,427 88,287 92,865 97,053 101,409 105,128 108,556 111,795

　退職給与引当金 7,929 9,791 10,712 10,965 11,180 11,241 11,201 11,146 11,167 11,203 11,113 11,161

　第2号基本金 6,514 7,454 7,690 8,052 8,364 8,974 9,635 9,600 9,878 9,458 8,832 9,144

　第3号基本金 4,375 6,328 7,288 7,515 7,835 8,168 8,636 9,466 10,106 10,592 11,132 11,890

　減価償却累計額 24,751 38,701 48,800 52,405 56,048 59,904 63,393 66,841 70,258 73,875 77,479 79,599

不足額（（B）-（A）） △ 7,441 △ 5,222 △ 2,373 241 3,533 6,039 8,674 10,776 13,655 18,508 21,156 24,070

短
期
大
学
法
人

法人数 259 227 189 178 164 155 147 142 136 127 127 119

運用資産　（A） 9,105 8,276 5,938 5,468 4,635 4,516 4,361 3,989 3,622 3,312 3,395 3,154

要積立額　（B） 4,963 5,590 5,015 4,809 4,393 4,221 4,161 4,168 4,111 3,838 4,081 3,974

　退職給与引当金 646 603 492 450 392 370 325 310 284 259 247 233

　第2号基本金 1,106 1,049 649 500 372 348 329 369 324 289 298 288

　第3号基本金 190 122 121 114 107 121 133 145 136 134 139 142

　減価償却累計額 3,021 3,816 3,753 3,745 3,522 3,382 3,374 3,344 3,367 3,156 3,397 3,311

不足額（（B）-（A）） △ 4,142 △ 2,686 △ 923 △ 659 △ 242 △ 295 △ 200 179 489 526 686 820

（注）運用資産とは、固定資産は有価証券＋各種引当特定資産、流動資産は有価証券＋現金預金である。
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■
提
出
上
の
注
意

① 

事
前
受
付
の
対
象
と
な
る
報
告
書
等
は
次

の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
通
常
分
の
報
告

書
等
と
は
区
別
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

② 

提
出
書
類
は
記
入
漏
れ
の
な
い
よ
う
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
、
学
校
記
号
番
号

に
誤
り
が
あ
る
と
別
の
学
校
法
人
等
で
決

定
し
て
し
ま
い
、
他
の
学
校
法
人
等
へ
大

変
な
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

③ 

「
資
格
取
得
報
告
書
」
に
つ
い
て
は
、
私

学
共
済
制
度
の
加
入
履
歴
を
確
認
し
、

「
１
．
新
規
資
格
取
得
」「
３
．
再
資
格
取

得
」
の
い
ず
れ
か
を
丸
で
囲
ん
で
く
だ
さ

い
（
継
続
資
格
取
得
は
事
前
受
付
の
対
象

外
で
す
）。

　

 

ま
た
、「
資
格
取
得
報
告
書
」
に
は
正
確

に
基
礎
年
金
番
号
を
記
入
す
る
と
と
も

に
、
基
礎
年
金
番
号
を
確
認
で
き
る
書
類

（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
等
）
の
写
し
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

④ 

書
類
不
備
に
よ
る
返
送
等
が
あ
る
と
そ
の

分
加
入
者
証
及
び
確
認
通
知
書
等
の
発
送

が
遅
く
な
り
ま
す
。

⑤ 

任
意
継
続
加
入
者
が
引
き
続
い
て
四
月
一

日
か
ら
再
資
格
取
得
す
る
場
合
は
、
事
前

受
付
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

■
報
告
内
容
の
訂
正

① 

事
前
受
付
の
報
告
書
の
内
容
に
誤
り
が

あ
っ
た
と
き
は
、
必
ず
「
訂
正
申
出
書
」

等
に
よ
り
訂
正
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
取
得
・
資
格
喪
失
報
告
書
の
事
前
受
付

三
月
一
日
（
木
）
か
ら
受
け
付
け
を
始
め
ま
す

　

毎
年
三
月
末
か
ら
四
月
上
旬
は
資
格
取
得
や
資
格
喪
失
な
ど
の
届
け
出
が
集
中
し
ま
す
。
そ
こ

で
加
入
者
証
等
を
で
き
る
だ
け
早
く
お
届
け
す
る
た
め
に
、「
資
格
取
得
報
告
書
」
等
の
事
前
受

付
を
三
月
一
日
（
木
）
か
ら
実
施
し
ま
す
。
三
月
三
十
一
日
退
職
及
び
四
月
一
日
の
採
用
等
教
職

員
の
異
動
を
予
定
し
て
い
る
学
校
法
人
等
は
、
ぜ
ひ
事
前
受
付
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 

例
年
、
取
得
時
給
与
の
訂
正
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
誤
り
の
な
い
よ
う
確
認
の
う

え
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

 

な
お
、
訂
正
処
理
後
の
加
入
者
証
等
の
発

送
は
四
月
中
旬
以
降
と
な
り
ま
す
。

② 

「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失
報

告
書
」
を
提
出
し
た
後
に
再
就
職
が
決
定

し
、
資
格
喪
失
日
（
退
職
日
の
翌
日
）
か

ら
他
の
健
康
保
険
又
は
共
済
組
合
等
に
本

人
と
し
て
加
入
し
た
場
合
は
、
任
意
継
続

の
取
り
下
げ
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

 

な
お
、
次
の
事
由
に
よ
る
任
意
継
続
の
取

り
下
げ
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

　

・
配
偶
者
等
の
被
扶
養
者
と
な
る

　

・
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
な
る

■
加
入
者
証
等
の
取
り
扱
い

① 

三
月
三
十
一
日
退
職
者
は
、
退
職
日
ま
で

は
加
入
者
証
等
を
使
用
し
て
保
険
診
療
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
加
入
者
証
等

は
退
職
後
に
必
ず
回
収
し
て
く
だ
さ
い
。

② 

「
資
格
取
得
報
告
書
」
と
「
被
扶
養
者
認

定
申
請
書
」
を
同
時
に
提
出
し
た
場
合
で

も
、
被
扶
養
者
の
認
定
処
理
に
時
間
が
か

か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
資

格
取
得
の
処
理
が
先
行
し
、
加
入
者
本
人

の
加
入
者
証
の
み
が
先
に
送
付
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
被
扶
養
者
認
定
処
理
後

に
加
入
者
被
扶
養
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

③ 

報
告
内
容
の
訂
正
を
し
た
場
合
は
、
訂
正

処
理
後
に
正
し
い
内
容
の
加
入
者
証
等
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
訂
正
前
の
加
入
者
証

等
は
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

◆ 

三
号
届
出
用
紙
の
変
更

　

平
成
二
十
四
年
四
月
に
文
京
年
金
事
務
所

に
届
書
を
送
る
分
か
ら
、
国
民
年
金
第
三
号

被
保
険
者
に
か
か
る
次
の
届
書
が
新
用
紙
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
用
紙
は
使
用
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
受
付
分
か
ら
新

し
い
用
紙
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

▼ 

国
民
年
金
第
三
号
被
保
険
者
資
格
取
得
・

種
別
変
更
・
種
別
確
認
（
三
号
該
当
）
届

▼ 

国
民
年
金
第
三
号
被
保
険
者
資
格
喪
失
・

死
亡
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
性
別
変
更
（
訂

正
）
届

▼
国
民
年
金
被
保
険
者
住
所
変
更
届

対象となる報告書等 事由発生日

①資格取得報告書※

　・新規資格取得
　・再資格取得
②所属学校等変更報告書
③被扶養者認定申請書
　（取得と同時申請分に限る）

４月１日
資格取得等

④資格喪失報告書
⑤ 任意継続加入者申出用資格
喪失報告書

３月31日
退職

※継続資格取得は対象外です。

【事前受付にかかる発送日等】
受付期間 ３月１日以降
決定日 受け付けから８日～10日後の火曜日・金曜日
発送日 決定日から３日後（土・日・祝日を除きます）

毎週２回の決定後に順次加入者証等の発送を行います。
※ 受け付けから加入者証等の発送までの事務処理におお
むね２週間（標準処理期間）が必要となります。
※ 標準処理期間内は、処理状況に関する電話照会を控え
ていただくようお願いします。
※ ３月中に加入者証等が学校法人等へ届いた場合でも、
４月１日以降に該当者に渡してください。

業
務
部
資
格
課
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一　

資
格
関
係 

資
格
課

　

資
格
喪
失
報
告
書　

　
「
資
格
喪
失
報
告
書
」
は
退
職
日
か
ら
十

日
以
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

退
職
日
の
翌
日
（
資
格
喪
失
日
）
か
ら
加

入
者
と
し
て
の
資
格
が
な
く
な
り
、
加
入
者

証
等
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
同
報
告
書
に
加

入
者
証
・
加
入
者
被
扶
養
者
証
及
び
高
齢
受

給
者
証
を
添
付
し
て
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
長
期
給
付
（
年
金
）
の
加
入
者
期

間
は
資
格
喪
失
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で

と
な
り
ま
す
（
月
末
の
退
職
は
退
職
し
た
月

ま
で
、
ま
た
、
月
途
中
で
の
退
職
は
そ
の
月

の
前
月
ま
で
が
加
入
者
期
間
に
な
り
ま
す
）。

　

長
期
給
付
加
入
者
記
録
票
の
送
付　

　

加
入
者
が
資
格
喪
失
す
る
と
確
認
通
知
書

と
「
長
期
給
付
加
入
者
記
録
票
」
を
学
校
法

人
等
あ
て
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
退
職
し
た

加
入
者
に
必
ず
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
長
期
給
付
加
入
者
記
録
票
」
に
は
、
将

来
年
金
を
請
求
す
る
と
き
に
必
要
な
加
入
者

番
号
や
加
入
期
間
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

任
意
継
続
加
入
者
に
な
る
場
合　

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
と
一
日
以
上

加
入
者
で
あ
っ
た
人
（
注
一
）
が
資
格
を
喪

失
し
た
と
き
に
任
意
継
続
加
入
者
に
な
る

と
、
喪
失
日
か
ら
最
長
二
年
間
（
注
二
）
は

短
期
給
付
（
休
業
給
付
を
除
き
ま
す
）
及
び

福
祉
事
業
（
貸
付
け
及
び
貯
金
等
を
除
き
ま

す
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、

長
期
給
付
（
年
金
）
は
継
続
で
き
ま
せ
ん
。

　

任
意
継
続
加
入
者
を
希
望
す
る
場
合
は

「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失
報
告

書
」
を
退
職
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。後
日
、本
人
の
住
所
あ
て
に「
任

意
継
続
加
入
者
証
」「
任
意
継
続
掛
金
納
付
通

知
書
」（
口
座
引
落
し
は
で
き
ま
せ
ん
）等
を
送

付
し
ま
す
。
納
付
期
限
ま
で
に
掛
金
の
支
払

い
が
な
い
場
合
、
任
意
継
続
加
入
者
の
資
格

は
喪
失
し
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
注
一
）
任
意
継
続
加
入
者
の
申
し
出
の
条

件
で
あ
る「
引
き
続
き
一
年
と
一
日
以
上
」

の
期
間
に
は
、
過
去
の
任
意
継
続
加
入
者

の
期
間
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

（
注
二
）
喪
失
日
か
ら
二
年
の
間
に
七
十
五

歳
を
迎
え
る
人
に
つ
い
て
は
、
任
意
継
続

加
入
者
の
期
間
は
七
十
五
歳
の
誕
生
日
の

前
日
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　

二　

短
期
関
係 

短
期
給
付
課

　

退
職
後
、
本
人
と
し
て
他
の
健
康
保
険
制

度
（
国
民
健
康
保
険
を
除
く
）
に
加
入
し
た

と
き
を
除
き
私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失
後

の
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
資
格
喪
失
後
の
給
付
に
付
加
給
付

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

出
産
費　

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
資
格
喪
失
後
六
か
月
以
内
に

出
産
し
た
と
き
は
、
出
産
費
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

① 

資
格
喪
失
後
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す

る
と
き
は
、
私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失

後
の
出
産
費
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

② 

資
格
喪
失
後
、
家
族
の
被
扶
養
者
に
な
っ

た
と
き
は
、
家
族
出
産
費
（
又
は
家
族
出

産
育
児
一
時
金
）
を
受
け
る
か
、
私
学
共

済
制
度
の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費
を
受
け

る
か
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
（
両
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
）。

　

な
お
、
共
済
組
合
や
健
康
保
険
制
度
に
本

人
と
し
て
加
入
し
た
と
き
は
、
資
格
喪
失
後

の
出
産
費
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
「
直
接
支
払
制
度
」
を
利
用
す
る
と
き
は
、

「
私
学
事
業
団
か
ら
資
格
喪
失
後
の
出
産
費

を
受
け
る
資
格
が
あ
る
旨
」
の
証
明
書
を
医

療
機
関
等
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

証
明
書
は
本
人
が
文
書
で
共
済
事
業
本
部
に

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
受
取
代
理
制
度
」
を
利
用
す
る

と
き
は
、
出
産
の
二
か
月
前
以
降
に
「
出
産

費
申
請
書
（
受
取
代
理
用
）」
で
共
済
事
業

本
部
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

出
産
祝
品 

【
保
健
課
】

　

私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失
後
の

出
産
費
を
受
け
、
引
き
続
き
養
育
す

る
場
合
は
、
出
産
祝
品
が
贈
呈
さ
れ

ま
す
。
被
扶
養
者
と
し
て
家
族
出
産

費
を
受
け
た
場
合
も
同
様
で
す
。

　

出
産
手
当
金　

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
退
職
時
に
出
産
手
当
金
を

受
給
し
て
い
た
と
き
は
、
出
産
日
後
五
十
六

日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
退
職
日
ま
で
は
給
付
額
以
上
の
給

与
が
支
払
わ
れ
て
い
た
た
め
出
産
手
当
金

を
受
け
て
い
な
か
っ
た
人
も
、
出
産
日
後

五
十
六
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

た
だ
し
、
在
職
中
は
休
業
せ
ず
退
職
ま
で

勤
務
し
て
い
た
場
合
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

傷
病
手
当
金　

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
退
職
後
も
労
働
能
力
が
な

く
療
養
し
て
い
る
状
態
が
継
続
し
て
い
る
場

合
は
、
支
給
期
間
一
年
六
か
月
を
限
度
と
し

て
傷
病
手
当
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

退
職
時
の
手
続
き
②

　
　
　
　
　

―
資
格
・
短
期
・
年
金
・
貸
付
―
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① 

退
職
時
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
て
い
た
と

き
は
、
継
続
し
て
受
け
ら
れ
ま
す
。

② 
在
職
中
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
が
ら
、
給
付
額
以
上
の
給

与
が
支
払
わ
れ
て
い
た
た
め
傷
病
手
当
金

を
受
け
て
い
な
か
っ
た
人
も
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

な
お
、
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
を
受
け
る

た
め
求
職
の
申
し
込
み
を
し
た
と
き
は
、
傷

病
手
当
金
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
障
害
給
付
（
年
金
又
は
一
時
金
）

及
び
退
職
・
老
齢
を
事
由
と
す
る
年
金
を
受

け
て
い
る
場
合
に
は
、
傷
病
手
当
金
を
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
支
給
さ
れ
る
年
金
の
日
額
が
傷

病
手
当
金
の
日
額
を
下
回
る
と
き
は
、
そ
の

差
額
が
傷
病
手
当
金
と
し
て
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

埋
葬
料　

　

加
入
者
が
退
職
後
三
か
月
以
内
に
死
亡
し

た
と
き
は
、
埋
葬
料
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

三　

年
金
関
係 

年
金
第
一
課

退
職
共
済
年
金
の
決
定
を
受
け
て

い
な
い
人
が
退
職
し
た
場
合

①
加
入
者
期
間
が
一
年
以
上
の
人

　

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ

た
人
は
、
六
十
歳
に
な
っ
た
と
き
に
退
職
共

済
年
金
の
受
給
権
が
生
じ
ま
す
。

　

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ

た
人
は
、
支
給
開
始
年
齢
が
段
階
的
に
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
（
平
成
二
十
三
年
版
「
事
務

の
手
引
」
四
五
〇
頁
参
照
）。

②
加
入
者
期
間
が
一
年
未
満
の
人

　

六
十
五
歳
に
な
っ
た
と
き
に
退
職
共
済
年

金
の
受
給
権
が
生
じ
ま
す
。

③
請
求
手
続
き

　

受
給
権
が
生
じ
る
二
〜
三
か
月
前
に
、
請

求
手
続
き
に
関
す
る
案
内
を
本
人
あ
て
に
送

付
し
ま
す
。
請
求
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
共

済
事
業
本
部
又
は
各
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
（
東

京
・
京
都
を
除
き
ま
す
）
の
共
済
業
務
課
に

照
会
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 
退
職
共
済
年
金
の
受
給
要
件
と
し
て
、
公

的
年
金
制
度
の
加
入
者
期
間
等
が
合
計
で

二
十
五
年
以
上
必
要
で
す
。

退
職
共
済
年
金
の
決
定
を
受
け
て

い
る
人
が
退
職
し
た
場
合

　

資
格
喪
失
を
確
認
後
、「
退
職
共
済
年
金

改
定
請
求
書
（
退
職
用
）」
を
年
金
者
あ
て
に

送
付
し
ま
す
の
で
、
学
校
法
人
等
を
経
由
せ

ず
、
共
済
事
業
本
部
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
（
退
職
後
一
か
月
以
内
に
再
び
私
学
共
済
の

加
入
者
と
な
っ
た
場
合
は
、提
出
不
要
で
す
）。

　

た
だ
し
、六
十
五
歳
以
上
の「
支
給
繰
下
げ
」

を
希
望
し
た
人
が
退
職
し
た
場
合
、
こ
の
請

求
書
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
支
給
繰
下
げ
を

希
望
し
た
人
が
年
金
を
受
給
し
た
い
と
き
は
、

繰
下
げ
希
望
時
に
送
付
し
た
「
退
職
共
済
年

金
支
給
繰
下
げ
申
出
書
（
繰
下
げ
請
求
書
）」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
し
た
翌
月
分

の
年
金
か
ら
支
給
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

【
六
十
五
歳
未
満
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に

求
職
を
申
し
込
ん
だ
場
合
】

　

六
十
五
歳
未
満
の
人
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で

求
職
の
申
し
込
み
を
し
た
と
き
は
、
届
け
出

が
必
要
で
す
の
で
、
共
済
事
業
本
部
に
照
会

し
て
く
だ
さ
い
。

【
他
の
被
用
者
年
金
制
度
等
に
加
入
の

場
合
】

　

退
職
共
済
年
金
・
障
害
共
済
年
金
の
受
給

権
者
が
、
他
の
被
用
者
年
金
制
度
等
に
加
入

し
た
と
き
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
の
で
、

共
済
事
業
本
部
に
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。

【
七
十
歳
の
「
み
な
し
退
職
」
後
、
実
際

に
退
職
し
た
場
合
】

　

退
職
改
定
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
へ
の
届
け
出

　

退
職
し
た
加
入
者
本
人
ま
た
は
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
配
偶
者
が
、
六
十
歳
未
満
で
、
無

職
又
は
自
営
業
と
な
る
と
き
は
、
市
区
町
村

の
国
民
年
金
担
当
窓
口
に
「
種
別
変
更
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

四　

貸
付
関
係 

貸
付
課

　

貸
付
け
は
、
学
校
法
人
等
を
退
職
す
る
こ

と
に
よ
り
加
入
者
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、

即
時
に
全
額
償
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
学
校
法
人
等
を
通
じ
て
払
い
込
ん
で

く
だ
さ
い
。
な
お
、
あ
ら
か
じ
め
在
職
中
に

全
額
を
任
意
償
還
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

【
資
格
喪
失
の
確
認
後
に
即
時
償
還
を
す

る
場
合
】

　

学
校
法
人
等
が
提
出
し
た
「
資
格
喪
失
報

告
書
」
を
本
事
業
団
が
確
認
す
る
と
自
動
的

に
即
時
償
還
の
通
知
を
行
い
ま
す
。

①
最
終
定
期
償
還

　

原
則
と
し
て
資
格
喪
失
処
理
前
に
定
期
償

還
の
決
定
処
理
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
退
職

後
の
定
期
償
還
が
発
生
し
ま
す
。

②
償
還
期
限
（
払
込
期
限
）

　

償
還
通
知
書
の
交
付
日
か
ら
六
十
日
後
が

償
還
期
限
と
な
り
ま
す
。

③
即
時
償
還
の
額

　

最
終
定
期
償
還
後
の
元
金
残
と
払
込
日
ま

で
の
経
過
利
息
の
合
計
額
で
す
。

　

原
則
、
三
枚
の
払
込
取
扱
票
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
即
時
償
還
通
知
書
を
確
認
し
、
払

込
日
に
応
じ
た
払
込
取
扱
票
を
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
資
格
喪
失
の
事
前
受
付
と
即
時
償
還

　

年
度
末
に
実
施
し
て
い
る
事
前
受
付
で
資

格
喪
失
を
手
続
き
し
た
場
合
、
四
月
の
定
期

償
還
を
決
定
す
る
前
に
資
格
喪
失
が
確
認
で

き
る
た
め
、
三
月
が
最
終
定
期
償
還
に
な
り

ま
す
。

【
在
職
中
に
任
意
償
還
を
す
る
場
合
】

　

毎
月
十
五
日
（
必
着
）
ま
で
に
「
貸
付
金



第 1 7 0 号平成 2 4 年 2 月 1 日

12

共
済
業
務

任
意
償
還
・
団
信
制
度
脱
退
申
出
書
」
で
申

し
出
る
と
、任
意
償
還
の
通
知
を
行
い
ま
す
。

① 
最
終
定
期
償
還

　

任
意
償
還
申
出
書
の
提
出
期
限
日
の
翌
月

の
定
期
償
還
は
発
生
せ
ず
、
当
月
の
定
期
償

還
が
最
終
に
な
り
ま
す
。

② 

償
還
期
限
（
払
込
期
限
）

　

最
終
定
期
償
還
の
償
還
期
限
と
同
日
で
す

（
例
え
ば
、
貸
付
日
二
日
の
借
受
人
が
、
三

月
十
五
日
ま
で
に
任
意
償
還
の
申
出
を
し
た

場
合
、四
月
一
日
が
償
還
期
限
と
な
り
ま
す
）。

③ 

任
意
償
還
の
額

　

最
終
定
期
償
還
後
の
元
金
残
額
に
な
り
ま

す
が
、
半
年
払
償
還
を
併
用
し
て
い
る
場
合

に
限
り
、
直
近
の
半
年
払
の
償
還
月
か
ら
払

込
日
ま
で
の
経
過
利
息
が
か
か
り
ま
す
。

　

な
お
、
償
還
期
限
（
払
込
期
限
）
を
超
え

て
払
い
込
ん
だ
場
合
、
後
日
、
学
校
法
人
等

を
通
じ
て
不
足
利
息
を
請
求
し
ま
す
。

「
退
職
者
向
け
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」

を
作
成
し
ま
し
た 

【
広
報
班
】

　

加
入
者
が
、
退
職
す
る
際
に
必
要
と
な
る

私
学
共
済
制
度
に
関
す
る
手
続
き
等
を
ご
案

内
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

本
誌
に
同
封
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
加
入

者
へ
の
説
明
等
に
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
、
私
学
共
済
事
業
ホ
―

ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.shigakukyosai.

jp/

）
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

一 　

社
会
保
障
改
革
及
び
税
制
抜
本
改

革
の
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
改
革
の
必
要
性

　

素
案
は
、「
は
じ
め
に
」、「
第
一
部 

社
会
保

障
改
革
」、「
第
二
部 

税
制
抜
本
改
革
」
の
３

部
か
ら
構
成
さ
れ
、「
は
じ
め
に
」
で
は
、
社

会
保
障
改
革
の
必
要
性
と
し
て
、「
少
子
高
齢

化
に
よ
る
人
口
構
成
の
大
き
な
変
化
、
非
正
規

労
働
者
の
増
大
な
ど
雇
用
基
盤
の
変
化
、
家
族

形
態
・
地
域
基
盤
の
変
化
、
貧
困
・
格
差
問
題
、

世
代
間
の
不
公
平
、
孤
独
・
孤
立
の
広
が
り
な

ど
社
会
保
障
制
度
を
支
え
る
社
会
経
済
情
勢
に

大
き
な
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
こ
れ
ら
へ
の
対

応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、

「
今
後
、
人
口
構
成
の
変
化
が
一
層
進
ん
で
い

く
社
会
に
あ
っ
て
も
、
年
金
、
医
療
、
介
護
な

ど
の
社
会
保
障
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
た

め
に
は
、
給
付
は
高
齢
世
代
中
心
、
負
担
は
現

役
世
代
中
心
と
い
う
現
在
の
社
会
保
障
制
度
を

見
直
し
、
給
付
・
負
担
両
面
で
、
人
口
構
成
の

変
化
に
対
応
し
た
世
代
間
・
世
代
内
の
公
平
が

確
保
さ
れ
た
制
度
へ
と
改
革
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
全
世
代
を
通
じ
た
国
民
生
活
の

安
心
を
確
保
す
る
『
全
世
代
対
応
型
』
社
会
保

障
制
度
の
構
築
を
目
指
す
も
の
」
と
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、「
併
せ
て
、
社
会
保
障
給
付
や

負
担
の
公
平
性
、
明
確
性
を
確
保
す
る
た
め
の

イ
ン
フ
ラ
と
し
て
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度

の
早
期
導
入
を
図
る
こ
と
」
と
し
て
い
ま
す
。

・ 

社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化

の
同
時
達
成

　

ま
た
、
財
政
に
つ
い
て
は
、「
国
の
一
般
歳

出
に
占
め
る
社
会
保
障
関
係
費
の
割
合
は
５
割

を
超
え
て
お
り
、
税
収
が
歳
出
の
半
分
す
ら
賄

え
て
い
な
い
現
状
に
照
ら
せ
ば
、
社
会
保
障
関

係
費
の
相
当
部
分
を
将
来
世
代
に
つ
け
回
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
、「
国
民
す
べ
て

が
人
生
の
様
々
な
段
階
で
受
益
者
と
な
り
得
る

社
会
保
障
を
支
え
る
費
用
は
、
国
民
全
体
で
分

か
ち
合
う
も
の
と
し
、
世
代
を
通
じ
て
幅
広
い

国
民
が
負
担
す
る
消
費
税
率
を
引
き
上
げ
る
と

と
も
に
、
世
代
内
で
も
、
よ
り
負
担
能
力
に
応

じ
て
社
会
保
障
の
負
担
を
分
か
ち
合
う
仕
組
み

に
し
て
い
く
こ
と
」、「
社
会
保
障
の
機
能
強
化
・

機
能
維
持
の
た
め
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健

全
化
の
同
時
達
成
を
目
指
す
」と
し
て
い
ま
す
。

二 　

社
会
保
障
改
革
の
基
本
的
方
向
性

と
具
体
的
改
革
内
容

　

第
一
部
の
社
会
保
障
改
革
で
は
、
目
指
す
べ

　

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
素
案
が
平
成
二
十
四
年
一
月
六
日
社
会
保
障
改
革
本
部
（
本
部
長
・

野
田
首
相
）
に
お
い
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
素
案
は
、
昨
年
七
月
一
日
に
閣
議
報
告
さ
れ
た

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
成
案
で
示
さ
れ
た
基
本
的
考
え
方
・
内
容
に
沿
っ
て
、
そ
の
内
容
及
び

工
程
を
具
体
化
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
こ
の
素
案
を
も
と
に
与
野
党
協
議
を
行
い
、
改
革
に
取
り

組
ん
で
い
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
号
で
は
素
案
の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
、

成
案
及
び
素
案
全
文
に
つ
い
て
は
、
私
学
共
済
事
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

き
社
会
保
障
制
度
を
、「
全
世
代
対
応
型
」
へ

と
転
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
世
代
を
問
わ
ず

一
人
ひ
と
り
が
能
力
を
発
揮
し
て
積
極
的
に
社

会
及
び
社
会
保
障
の
支
え
合
い
の
仕
組
み
に
参

画
で
き
、
必
要
な
人
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
・
給

付
が
適
切
に
行
わ
れ
る
社
会
保
障
制
度
を
構
築

し
、
現
役
世
代
、
将
来
世
代
に
持
続
可
能
な
社

会
保
障
制
度
を
引
き
継
ぐ
」
こ
と
を
改
革
の
基

本
的
方
向
性
と
し
て
、
各
分
野
の
改
革
を
進
め

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
次
頁
参
照
）。

三　

税
制
抜
本
改
革

・ 

消
費
税
の
社
会
保
障
財
源
化
並
び
に
税
制
全

体
を
通
じ
た
改
革

　

第
二
部
の
税
制
抜
本
改
革
で
は
、消
費
税
は
、

高
齢
化
社
会
に
お
け
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
（
高
い
財
源
調
達
力
、
税

収
が
経
済
動
向･

人
口
構
成
の
変
化
に
左
右
さ

れ
に
く
い
、
勤
労
世
代
な
ど
特
定
の
者
に
負
担

が
集
中
し
な
い
な
ど
）と
の
考
え
の
も
と
、「
社

会
保
障
の
機
能
強
化
・
機
能
維
持
の
た
め
の
安

定
財
源
を
確
保
し
、
同
時
に
財
政
健
全
化
を
進

め
る
た
め
、
消
費
税
に
つ
い
て
二
〇
一
四
年
四

月
に
八
％
、
二
〇
一
五
年
十
月
に
十
％
へ
と
、

段
階
的
に
地
方
分
を
合
わ
せ
た
税
率
の
引
き
上

げ
を
行
う
」
と
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
そ
の
引

き
上
げ
に
当
た
っ
て
使
途
の
明
確
化
、
低
所
得

者
へ
の
き
め
細
か
な
対
策
と
給
付
付
き
税
額
控

除
の
導
入
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
所
得
税
に
つ
い
て
、
特
に
高
い
所
得
階

層
の
一
定
の
負
担
増
や
相
続
税
の
基
礎
控
除
の

見
直
し
な
ど
税
制
全
体
と
し
て
の
再
分
配
機
能

の
回
復
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
素
案

企
画
室

企
画
室
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社会保障・税一体改革素案中に記載されている社会保障改革等の内容（抜粋）
項目 内容等 検討状況・法案提出

医
療
・
介
護

高額療養費の見
直し

○ 制度の持続可能性の観点から、高額療養費を保険者が共同
で支え合う仕組みや給付の重点化を行う抜本的な見直しま
での間も、高額な医療費の負担を少しでも改善することが
必要。このため、平成24年4月からの外来現物給付化に引き
続き、まずは年間での負担上限等を設ける。

改善に必要な財源と方策を検討

高齢者医療制度 ○ 高齢者医療制度改革会議の取りまとめ等を踏まえ、高齢者
医療制度の見直しを行う。

○ 高齢者医療の支援金を各被用者保険者の総報酬に応じた負
担とする措置について検討する。

具体的内容について、関係者の理解を得た上
で、平成24年通常国会に後期高齢者医療制度
廃止に向けた見直しのための法案を提出す
る。

介護納付金の総
報酬割導入

○ 今後の急速な高齢化に伴って増加する介護費用を公平に負
担する観点から、介護納付金の負担を医療保険者の総報酬
に応じた按分方法とする。

平成24年通常国会への法案提出に向けて、関
係者の意見を聴きながら検討する。

年　
　

金

新しい年金制度
の創設

「所得比例年金」と「最低保障年金」の組み合わせからなる一
つの公的年金制度にすべての人が加入する新しい年金制度の
創設について、国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、
引き続き実現に取り組む。

国民的な合意に向けた議論や環境整備を進
め、平成25年の国会に法案を提出する。

基礎年金国庫負
担１／２の恒久
化

年金財政の持続可能性の確保のため、税制抜本改革により確
保される安定財源により、基礎年金国庫負担２分の１を恒久
化する。

☆ 消費税引上げ後に消費税財源による国庫負
担２分の１を恒久化する。

☆ 平成24年度の基礎年金国庫負担割合は、歳
出予算（36.5%分）と「年金交付国債」に
より２分の１を確保することとし、必要な
法案を平成24年通常国会に提出する。

☆ 平成25年度から消費税引上げまでの間の取
扱いは引き続き検討する。

物価スライド特
例分の解消

かつて特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据
え置いたこと等により、2.5％、本来の年金額より高い水準の
年金額で支給している措置について、早急に計画的な解消を
図る。今の受給者の年金額を本来の水準に引き下げることで、
年金財政の負荷を軽減し、現役世代（将来の受給者）の将来
の年金額の確保につなげるとともに、その財源を用いて社会
保障の充実を図る。

☆ 平成24年度から平成26年度の3年間で解消
し、平成24年度は10月から実施する。

☆平成24年通常国会に法案を提出する。

最低保障機能の
強化等

高所得者の年金
給付の見直し

【低所得者への加算】
低所得者に重点を置いた、老齢基礎年金に対する一定の加算
を行う。
【障害基礎年金等への加算】
障害者等の所得保障の観点から障害・遺族基礎年金について
も一定の加算を行う。
【受給資格期間の短縮】
無年金となっている者に対して、納付した保険料に応じた年
金を受給できるようにし、また、将来の無年金者の発生を抑
制していく観点から、受給資格期間を、現在の25年から10年
に短縮する。
○ 高所得者の老齢基礎年金について、その一部（国庫負担相
当額まで）を調整する制度を創設する。

☆ 消費税引上げ年度から実施する。
☆ 具体的内容について検討する。税制抜本改
革とともに、平成24年通常国会への法案提
出に向けて検討する。

短時間労働者適
用拡大

働き方に中立的な制度を目指し、かつ、現在国民年金に加入
している非正規雇用者の将来の年金権を確立するため、厚生
年金適用事業所で使用される短時間労働者について、厚生年
金の適用を拡大する。
被用者保険（医療）への適用拡大と併せて実施する。

☆ 適用対象となる者の具体的範囲、短時間労
働者が多く就業する企業への影響に対する
配慮等の具体的制度設計について、適用拡
大が労働者に与える効果や雇用への影響に
も留意しつつ、実施時期も含め検討する。
平成24年通常国会への法案提出に向けて、
関係者の意見を聴きながら検討する。

☆ 第3号被保険者制度の見直し、配偶者控除の
見直しとともに、引き続き総合的な検討を行う。

被用者年金一元
化

○ 被用者年金制度全体の公平性・安定性確保の観点から、共
済年金制度を厚生年金制度に合わせる方向を基本として被
用者年金を一元化する。具体的には、公務員及び私学教職
員の保険料率や給付内容を民間サラリーマンと同一化する。

○ 公的年金としての職域部分廃止後の新たな年金の取扱いに
ついては、新たな人事院調査等を踏まえて、官民均衡の観
点等から検討を進めるものとする。

平成19年法案をベースに、一元化の具体的内
容について検討する。関係省庁間で調整の上、
平成24年通常国会への法案提出に向けて検討
する。

その他現行制度
の改善

○マクロ経済スライドの検討、○在職老齢年金の見直し、
○標準報酬上限の見直し

☆ 引き続き検討する。

○支給開始年齢引上げの検討 ☆ 将来的な課題として、中長期的に検討する（平
成24年通常国会への法案提出は行わない）。



任意継続加入者掛金納付通知書の送付

⑴平成24年３月中に任意継続加入期間が満了する人
　３月上旬に、「任意継続加入期間満了のお知らせ」と
国民健康保険等へ加入する際に必要となる「資格証明書」
を任意継続加入者の住所あてに送付します。
⑵24年４月以降引き続き任意継続加入期間のある人
　３月上旬に24年度分の「任意継続掛金納付通知書」（以
下「納付通知書」といいます）を任意継続加入者の住所
あてに送付します。
⑶ 24年度中に満75歳になり、後期高齢者医療制度の対
象となる任意継続加入者について

　75歳の誕生日（資格喪失日）の属する月の前月分まで
の「納付通知書」を送付します。75歳の誕生月以降は広
域連合に後期高齢者医療制度の保険料を納付することに
なります。
　なお、誕生月の前月に事前連絡書及び75歳未満の被扶
養者が国民健康保険等に加入する際に必要となる「資格
証明書」を任意継続加入者の住所あてに送付します（「資
格証明書」は、被扶養者の有無に関わらず、すべての人
に送付します）。 【掛金課】

短期給付金等の受け取り及び
掛金等の納付方法（お願い）

　給付金等の受け取りを確実にするため、払出証書で給
付金等を受け取っている学校法人等は、「短期給付金・
貸付金・積立貯金受取金融機関口座等申出書」により、
金融機関の預金口座への送金に変更をお願いします。
　また、掛金等及び貸付償還金を払込通知票により納付
している学校法人等は、「預金口座振替依頼書・自動払
込利用申込書」により、指定口座からの自動引き落とし
ができる便利な預金口座振替をご利用ください。
　これにより、手数料等の事務費節減につながりますの
でご協力をお願いします。 【経理第二課】

加入者向広報「レター」３月号等の送付

　加入者向広報「共済だよりレター」３月号等を３月上
旬に学校法人等あてに送付します。送付部数は１月末現
在の加入者数となっています。不足の場合は、広報班ま
でご連絡ください。 【広報班】

私学共済事業ホームページに新機能を追加します
（３月～）http://www.shigakukyosai.jp/

「事務担当者用ログインページ」
　事務担当者の皆様のための専用ページを設置します。
ログインの際に必要となるＩＤ・パスワードは、レター
３月号に同封してお送りします。掲載内容は順次充実さ
せていく予定ですので、日頃の業務にお役立てください。
「様式用紙等のダウンロード」検索機能
　①キーワード、②内容別（分類）、③用紙名（あいう
えお順）の３つの方法から用紙を探すことができます。
ダウンロードができない用紙は請求方法をご案内します
ので、ご利用ください。
 【広報班】

アンケートご協力のお礼

　昨年11月10日付で実施しました「私学の短時間勤務者
の実態等に関するアンケート調査」については、8,408
校からご回答をいただきました。ご協力ありがとうござ
いました。　 【企画室】

共済業務

〒113 - 8441　文京区湯島1-7-5

☎03（3813）5321（代表）
ご照会の際には、学校記号番号、加入者番号を
お手元にご用意ください。
http://www.shigakukyosai.jp/

共済業務

２日（木） 貸付  送金

６日（月） 貸付  １月分定期償還期限

10日（金） 貯金  払込期限（必着）

15日（水） 貸付  ３月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り

20日（月） 貯金  送金

22日（水） 貸付  送金

24日（金）
貯金  払戻・解約請求締め切り
積立共済年金  脱退申出等締め切り

28日（火）
掛金  １月分掛金口座振替（自振校のみ）
貸付  ２月定期償還口座振替（自振校のみ）

29日（水）
貸付  ３月22日送金申し込み締め切り
掛金  １月分納期限

２日（金） 貸付  送金

６日（火） 貸付  ２月分定期償還期限

９日（金） 貯金  払込期限（必着）

15日（木） 貸付  ４月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り

月の共済業務スケジュール月の共済業務スケジュール２２

月の共済業務スケジュール月の共済業務スケジュール３３
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私学事業団ホームページ　http://www.shigaku.go.jp/
（「月報私学」はホームページにも掲載しています）



〒102 - 8145　千代田区富士見1-10-12

☎03（3230）1321（代表）
http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm

助成業務

ホームページ休止及びメールサーバ停止のお知らせ
　電気設備点検のため本事業団ホームページのうち「トップページ（http://www.shigaku.go.jp/）」、「私学振興事
業本部（助成業務）ページ」、「私学共済事業本部（共済業務）ページ」の「年金情報提供サービス」、学校法人向
け情報システム（学校法人ポータルサイト、ｅ-マネージャ等）は、２月24日（金）午後５時45分から２月27日（月）
午前９時まで休止します。
　なお、メールサーバも停止します。停止期間中はメールの受信はできませんので、事業団への送信はお控えください。
※「年金情報提供サービス」以外の「私学共済事業本部（共済業務）ページ」は通常どおり閲覧できます。

助成業務の貸付金にかかる償還のご案内
（平成24年３月分）

　助成業務の貸付金にかかる元金・利息の償還について
は、契約締結後に送付しました「償還年次表」、及び後日
送付します「貸付金返済期日のご案内」を参照のうえ、払
込指定期日までに私学事業団指定口座にご入金ください。
　償還金の振り込みにあたっては、次の点に留意してく
ださい。
　① 「貸付金返済期日のご案内（払込依頼書）」を使用し、
「電信扱い」にしてください。

　② インターネットバンキング等を利用して振り込みを
行う場合は、「振込依頼書」に記載の法人番号と法
人名を通信欄にご記入のうえ、手続きを行ってくだ
さい。

　③ 償還金は、必ず「学校法人単位」で一括してお振り
込みください（設置学校ごとに分割しての振り込み
は、ご遠慮ください）。

　特に３月は約定償還日にあたります。遺漏のないよう
お願いします。
※ 払込指定期日を過ぎますと、その翌日から支払日（本事業団の
口座に入金された日）までの期間について、遅延損害金が発生
しますので、ご注意ください。

 融資部　融資課
 ☎03（3230）7869～7871
 Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

受配者指定寄付金
寄付金配付申請書類の受け付け

　本年度の寄付金配付申請については、
３月14日（水）到着分までを

　年度内の配付（送金）とします。
　年度内に寄付金の配付を必要とされる場合は、配付申
請書類の提出時期にご留意ください。
　なお、３月末は寄付金の受け入れが集中するため、寄
付金受領書発行に時間がかかります。ご了承ください。
また、寄付金受領書の日付は事業団への着金日です。寄
付者（法人）の決算時期に留意し、早めにご送金ください。

 助成部　寄付金課
 ☎03（3230）7317・7318
 Ｅメール　kifukin@shigaku.go.jp

人 事 異 動
（平成24年1月1日付）

　次のとおり、発令され
ましたので、お知らせし
ます。

◆役員
○理事長
　再任　河　田　悌　一
○理事
　退任　石　川　　　明
　退任　長　田　紀久子
（平成23年12月31日付）
　新任　大　槻　達　也
　新任　西　野　宏　明
　再任　入　江　孝　信
　再任　久　下　眞　一

　再任　北　潟　繁　一
○理事（非常勤）
　再任　飯　野　正　子
　再任　實　吉　幹　夫
　再任　柴　　　忠　義
○監事
　再任　吉　田　信　正
○監事（非常勤）
　再任　岸　田　宏　隆
◆運営審議会委員
　退任　白　井　克　彦
（平成23年12月31日付）
　新任　清　家　　　篤
　再任　江　上　節　子
　再任　大　沼　　　淳
　再任　大　野　健　二
　再任　佐　藤　弘　毅
　再任　永　井　順　國

　再任　御手洗　　　康
　再任　宮　　　直　仁
　再任　吉　田　　　晋
◆共済運営委員会委員
　退任　塩　見　鉄　夫
　退任　杉　山　実　三
　退任　永　井　和　之
　退任　藤　本　明　弘
（平成23年12月31日付）
　新任　熊　谷　守　恭
　新任　小　岩　利　夫
　新任　滝　澤　　　正
　新任　谷　岡　一　郎
　新任　中　浦　正　音
　再任　相　川　忠　洋
　再任　石　井　　　玲
　再任　井　上　健　治
　再任　岩　井　絹　江

　再任　神　本　忠　夫
　再任　北　村　敬　子
　再任　黒　田　壽　二
　再任　坂　本　純　一
　再任　佐　藤　敏　彦
　再任　清　水　良　一
　再任　平　方　邦　行
　再任　福　田　益　和
　再任　福　元　裕　二
　再任　御手洗　　　康
　再任　本　山　好　幸
　再任　山　田かづひこ
◆本部職員
　総務部長
　兼企画室次長事務取扱
　兼財務部次長事務取扱
　　　　佐　藤　直　也
　（財務部次長兼企画室次長）
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宿泊施設のご案内宿泊施設のご案内

融資事業のご案内融資事業のご案内

月今 の 表 紙

インターネットで宿泊予約ができます。
http://www.shigakukyosai.jp/

　日本映画大学は日本で唯一の映画の単科大学として、幅広い職業人養成を目的とし、映画製作の知識及び技術の実践的な「実
務基盤の知」とともに、豊かな教養、映画理論や映画史、映画評論や映画批判などの「学術基盤の知」も身に付けた映画人を育
成します。

日本映画大学

問い合わせ先
（私学振興事業本部）

融資部　融資課　☎03（3230）7862～7867
Ｅメール yushi＠shigaku.go.jpご相談はお早目にどうぞ

平成23年度融資のご相談、お待ちしています！

校舎、園舎等の施設の建築
（改修も含みます）

校地、園地の購入

機器備品の購入

私学事業団融資は、長期借入・固定金利・
元金据置（最大２年間）・元金均等償還です。

施設整備をご計画なら「安心で、安定感の
ある」本事業団資金のご利用を検討されて
はいかがでしょうか。
　23年度融資のご希望については、現在受
付中です。

古き良き建物を訪ねませんか

〒606-8333　京都市左京区岡崎法勝寺町16　☎075（761）0201
（JR「京都」駅より市バス５号系統「岩倉」行きで「法勝寺町」下車すぐ）

「本格的京会席コース」

「食事のみ（要予約）」

１泊２食（１名様）
　12,495円・13,650円・14,805円

●本格的京会席コース　5,775円・6,930円・8,085円
●昼食では以下のコースもご利用いただけます。

松花堂弁当（3,465円）・湯豆腐会席（3,675円）・
ミニ会席（4,620円）

　大河ドラマ「平清盛」が放映されています。清盛ゆかり
の神社として、宮島・厳島神社が有名ですが、若き頃は京
都を拠点にしていたため、京都にもゆかりの寺社が数多く
あります。この春は、歴史感じる寺社を巡ってみてはいか
がですか。

京　都　 白　河　院

■融資金利表（平成24年２月１日現在）

融資費目
返済期間

20年以内
（うち据置２年）

10年以内
（据置年数含む）

６年以内
（据置年数含む）

【一般施設費】
　　 校(園)舎、体育館、講堂、遊

戯室等の建築事業等並びに校
(園)地の買収事業等

年％ 年％ 年％

1.6 0.9 0.7
【特別施設費】
　　 寄宿舎、国際交流会館、セミ

ナーハウス等の建築事業並び
に当該施設建築のための土地
買収事業等

1.7 1.0 ―

【教育環境整備費】
　　校教具、通園バス等の購入
　　 ※幼稚園、特別支援学校、専

修学校が対象
― ―

5年6か月以内
（うち据置6か月）

0.6
【教育環境整備費】
　　 大型設備・情報技術整備等 ― 0.9 ―
※融資金利は毎月の金利情勢により変更することがあります。
※上記費目以外にも災害復旧事業、公害対策事業等が対象となります。


